
 

閣 副 第 ４ ０ ８ 号 

８ 初 児 生 第 ３ 号 

令和８年４月２１日 

 

各都道府県教育委 員 会人権教育担当 課長 

各指定都市教育委 員会人権教育担当 課長 

各 都 道 府 県 私 学 主 管 課 長 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校主管課長 

附属学校を置く各公立大学法人附属学校主管課長 

中学校及び高等学校を設置する学校設置会社 

を所轄する構造改革特別区域法第１２条第１項 

の認定を受けた各地方公共団体の主管課長 

 

 

 内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室長 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

 

 

拉致問題に関する作文コンクール２０２６の実施について（依頼） 

 

 

標記の件につきまして、別添「北朝鮮当局による日本人拉致問題に関する映像作品

等の活用促進について」（令和８年２月２５日付け閣副第１８８号、７初児生第２８

号、内閣官房拉致問題対策本部事務局政策推進企画室長・文部科学省初等中等教育局

児童生徒課長連名通知）にて御案内しておりますとおり、本年度も作文コンクールを

実施いたします。 

本コンクールは、全国の中学生及び高校生を対象に、拉致問題解説動画「あの日、

僕は拉致問題を知った」、アニメ「めぐみ」等拉致問題に関する映像コンテンツや舞台

劇の鑑賞、関連書籍の読書等を通して、北朝鮮当局による日本人拉致問題について学

習し、拉致問題について理解を深めてもらうとともに、拉致問題解決のために自分に

何ができるのか、何をすべきかについて深く考える機会としてもらうことを目的とし

ております。 

つきましては、貴管下各学校に対し、本コンクールの趣旨について御周知いただき、

積極的な参加が図られるよう、御協力よろしくお願いいたします。 

 

（別添）「北朝鮮当局による日本人拉致問題に関する映像作品等の活用促進について」

（令和８年２月２５日付け閣副第１８８号、７初児生第２８号、内閣官房拉致

あて 



 

問題対策本部事務局政策推進企画室長・文部科学省初等中等教育局児童生徒課

長連名通知） 

（添付資料）拉致問題に関する作文コンクール 2026 募集要項 

（添付資料）拉致問題に関する作文コンクール 2026 応募チラシ 

 

 

 

 

 【お問い合わせ先】 

〇作文コンクールに関すること 

内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室（担当：和田） 

〒１００－８９６８ 東京都千代田区永田町１－６－１ 

ＴＥＬ ： ０３－３５８１－８８９８（直通） 

Ｅ-mail： g.rachi@cas.go.jp 

 

○学校教育における人権教育に関すること 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課指導係 

〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

ＴＥＬ ： ０３－５２５３－４１１１（内線３２９７） 

Ｅ-mail： jidous@mext.go.jp 
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